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午

前

十
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開
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第

 

一
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政

の
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と
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の

説

明
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午

前

十

時

再

開

 

○

議

長

（

平

岡

清

司

）

た

だ

い

ま

か

ら

昨

日

の

散

会

前

に

引

き

続

き

本

会

議

を

再

開

い

た

し

ま

す

。

 

た

だ

い

ま

の

出

席

議

員

数

は

定

足

数

に

達

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

会

議

が

成

立

い

た

し

ま

す

。

 

意

見

調

整

の

た

め

暫

時

休

憩

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 
 

午

前

十

時

休

憩

に

入

る

 

  
 

 
 

 
 

午

前

十

時

十

四

分

再

開
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○

議

長

（

平

岡

清

司

）

休

憩

前

に

引

き

続

き

本

会

議

を

再

開

い

た

し

ま

す

。

 
た

だ

い

ま

の

出

席

議

員

数

は

定

足

数

に

達

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

会

議

が

成

立

い

た

し

ま

す

。

 
 

諸

般

の

報

告

事

項

が

あ

り

ま

す

の

で

、

事

務

局

長

か

ら

報

告

さ

せ

ま

す

。

 

○

事

務

局

長

（

坂

口

愼

一

）

命

に

よ

り

、

私

か

ら

御

報

告

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

ま

ず

、

「

奈

良

県

市

議

会

議

長

会

」

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

去

る

、

十

一

月

二

十

一

日

に

橿

原

市

に

お

き

ま

し

て

、

本

年

度

第

三

回

議

長

会

が

開

催

さ

れ

ま

し

た

。

 

初

め

に

会

長

の

橿

原

市

議

会

細

川

議

長

の

挨

拶

が

あ

り

、

会

議

で

は

、

ま

ず

、

諸

報

告

と

し

て

、

前

回

の

議

長

会

以

降

の

事

務

報

告

並

び

に

近

畿

市

議

会

議

長

会

第

二

回

理

事

会

及

び

全

国

市

議

会

議

長

会

第

二

百

五

回

理

事

会

へ

の

会

議

出

席

報

告

が

あ

り

、

そ

れ

ぞ

れ

了

承

さ

れ

ま

し

た

。

 

続

い

て

、

協

議

事

項

に

入

り

、

「

奈

良

県

市

議

会

議

長

会

旅

費

基

準

」

の

改

正

及

び

平

成

二

十

九

年

度

会

計

決

算

見

込

み

並

び

に

平

成

三

十

年

度

会

計

予

算

見

通

し

に

つ

い

て

事

務

局

か

ら

説

明

が

あ

り

、

い

ず

れ

も

原

案

の

と

お

り

了

承

さ

れ

、

最

後

に

会

長

の

挨

拶

が

あ

り

、

会

議

は

終

了

い

た

し

ま

し

た

。

 

 

次

に

、

監

査

委

員

か

ら

、

地

方

自

治

法

第

二

百

三

十

五

条

の

二

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

、

一

般

会

計

及

び

特

別

会

計

並

び

に

水

道

事

業

会

計

の

八

月

分

か

ら

十

月

分

ま

で

の

例

月

出

納

検

査

の

結

果

報

告

が

提

出

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

 

な

お

、

会

議

資

料

及

び

監

査

資

料

等

に

つ

き

ま

し

て

は

、

事

務

局

に

お

い

て

保

管

い

た

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

後

刻

御

清

覧

い

た

だ

き

た

い

と

存

じ

ま

す

。

 

以

上

を

御

報

告

申

し

上

げ

ま

し

て

、

諸

般

の

報

告

と

い

た

し

ま

す

。
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─

 

○

議

長

（

平

岡

清

司

）

以

上

で

諸

般

の

報

告

を

終

わ

り

ま

す

。

 

次

に

、

南

和

広

域

医

療

企

業

団

の

議

会

の

報

告

が

あ

り

ま

す

。

九

番

山

口

耕

司

議

員

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

九

番

 

山

口

耕

司

登

壇

〕

 

○

九

番

（

山

口

耕

司

）

議

長

か

ら

発

言

の

許

可

を

い

た

だ

き

ま

し

た

の

で

、

去

る

十

一

月

六

日

、

月

曜

日

、

午

後

三

時

か

ら

南

奈

良

総

合

医

療

セ

ン

タ

ー

に

お

い

て

開

催

さ

れ

ま

し

た

南

和

広

域

医

療

企

業

団

議

会

平

成

二

十

九

年

第

二

回

定

例

会

の

報

告

を

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

本

会

議

で

は

、

初

め

に

南

和

広

域

医

療

企

業

団

上

山

企

業

長

か

ら

議

会

招

集

の

挨

拶

が

あ

り

、

議

長

の

開

会

宣

言

及

び

会

議

録

署

名

議

員

の

指

名

に

続

き

、

本

定

例

会

の

会

期

を

一

日

間

と

す

る

こ

と

が

決

定

さ

れ

、

続

い

て

企

業

長

・

副

企

業

長

か

ら

諸

報

告

が

あ

り

ま

し

た

。
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議

案

審

議

で

は

、

認

第

一

号

「

平

成

二

十

八

年

度

南

和

広

域

医

療

企

業

団

病

院

事

業

会

計

決

算

の

認

定

に

つ

い

て

」

、

議

第

七

号

「

平

成

二

十

九

年

度

南

和

広

域

医

療

企

業

団

病

院

事

業

会

計

補

正

予

算

（

第

一

号

）

に

つ

い

て

」

、

議

第

八

号

「

南

和

広

域

医

療

企

業

団

職

員

の

配

偶

者

同

行

休

業

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

」

、

議

第

九

号

「

南

和

広

域

医

療

企

業

団

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

」

、

報

第

一

号

「

南

和

広

域

医

療

企

業

団

病

院

事

業

会

計

資

金

不

足

比

率

の

報

告

に

つ

い

て

」

、

計

五

件

の

議

案

が

一

括

上

程

さ

れ

、

提

案

理

由

の

説

明

が

あ

り

、

慎

重

審

議

を

期

す

る

た

め

、

全

て

の

議

案

が

総

務

委

員

会

へ

付

託

さ

れ

ま

し

た

。

 

そ

の

後

、

総

務

委

員

会

を

開

催

し

、

付

託

議

案

に

つ

い

て

、

理

事

者

側

か

ら

説

明

及

び

報

告

を

受

け

、

審

査

の

結

果

、

認

第

一

号

に

つ

い

て

は

、

認

定

す

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

が

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

フ

ロ

ー

の

算

出

で

は

、

県

か

ら

の

借

入

金

で

一

億

三

千

四

百

十

六

万

六

千

円

の

黒

字

と

な

っ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

議

第

七

号

か

ら

議

第

九

号

に

つ

い

て

は

、

原

案

と

お

り

可

決

す

る

こ

と

に

決

し

、

報

第

一

号

に

つ

い

て

は

、

詳

細

な

報

告

を

受

け

た

こ

と

を

委

員

長

が

報

告

し

、

委

員

会

は

終

了

し

ま

し

た

。

 

委

員

会

終

了

後

、

本

会

議

が

再

開

さ

れ

、

総

務

委

員

長

か

ら

、

付

託

議

案

の

審

査

の

経

過

と

結

果

に

つ

い

て

、

慎

重

審

査

を

経

て

採

決

し

、

全

会

一

致

で

、

原

案

の

と

お

り

可

決

し

た

こ

と

な

ど

の

委

員

長

報

告

が

あ

り

、

付

託

議

案

の

五

議

案

に

つ

い

て

採

決

を

行

っ

た

結

果

、

い

ず

れ

も

原

案

の

と

お

り

可

決

さ

れ

ま

し

た

。

 

続

い

て

、

総

務

委

員

会

の

閉

会

中

の

継

続

審

査

に

つ

い

て

の

申

出

を

可

決

し

、

本

会

議

は

閉

会

い

た

し

ま

し

た

。

 

な

お

、

資

料

は

事

務

局

に

保

管

い

た

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

後

刻

御

清

覧

願

い

ま

す

。

 

 
 

以

上

、

御

報

告

を

申

し

上

げ

ま

し

て

、

南

和

広

域

医

療

企

業

団

議

会

平

成

二

十

九

年

第

二

回

定

例

会

の

報

告

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

 

○

議

長

（

平

岡

清

司

）

以

上

で

、

南

和

広

域

医

療

企

業

団

の

議

会

の

報

告

を

終

わ

り

ま

す

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

 

○

議

長

（

平

岡

清

司

）

次

に

、

奈

良

県

広

域

消

防

組

合

の

議

会

の

報

告

が

あ

り

ま

す

。

太

田

市

長

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

市

長

 

太

田

好

紀

登

壇

〕

 

○

市

長

（

太

田

好

紀

）

そ

れ

で

は

去

る

十

一

月

二

十

四

日

、

金

曜

日

、

午

後

二

時

か

ら

、

奈

良

県

広

域

消

防

組

合

消

防

本

部

に

お

い

て

開

催

さ

れ

ま

し

た

、

奈

良

県

広

域

消

防

組

合

議

会

第

二

回

定

例

会

の

報

告

を

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

本

定

例

会

に

は

、

組

合

議

会

議

員

並

び

に

管

理

者

及

び

副

管

理

者

が

出

席

し

、

ま

ず

初

め

に

、

管

理

者

の

橿

原

市

長

か

ら

議

会

招

集

の

挨

拶

が

あ

り

、

続

い

て

、

本

定

例

会

の

会

期

を

一

日

間

と

す

る

こ

と

が

決

定

さ

れ

、

会

議

録

署

名

議

員

の

指

名

に

続

き

、

議

長

及

び

管

理

者

か

ら

そ

れ

ぞ

れ

諸

報

告

並

び

に

行

政

報

告

が

行

わ

れ

ま
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し

た

。

 

 

次

に

、

一

般

質

問

が

行

わ

れ

、

一

人

の

議

員

か

ら

、

広

域

消

防

組

合

全

般

に

つ

い

て

質

問

が

あ

り

ま

し

た

。

 

 
 

次

に

、

議

案

審

議

に

入

り

、

報

告

案

件

と

し

て

損

害

賠

償

の

額

の

決

定

の

専

決

処

分

の

報

告

が

あ

り

、

続

い

て

、

一

般

会

計

及

び

十

二

特

別

会

計

の

平

成

二

十

八

年

度

歳

入

歳

出

決

算

認

定

の

計

十

三

議

案

に

つ

い

て

、

提

案

説

明

の

後

、

慎

重

審

議

が

行

わ

れ

、

全

員

一

致

を

も

っ

て

認

定

を

さ

れ

ま

し

た

。

 

 
 

以

上

、

御

報

告

申

し

上

げ

ま

し

て

、

平

成

二

十

九

年

奈

良

県

広

域

消

防

組

合

議

会

第

二

回

定

例

会

の

概

要

報

告

と

い

た

し

ま

す

。

 

○

議

長

（

平

岡

清

司

）

以

上

で

奈

良

県

広

域

消

防

組

合

の

議

会

の

報

告

を

終

わ

り

ま

す

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

 

○

議

長

（

平

岡

清

司

）

本

日

の

日

程

に

つ

き

ま

し

て

は

、

お

手

元

に

配

布

済

み

の

と

お

り

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

配

布

漏

れ

は

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

─

─

。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ

れ

よ

り

日

程

に

入

り

ま

す

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

 

○

議

長

（

平

岡

清

司

）

次

に

日

程

第

一

、

市

政

の

報

告

と

提

出

議

案

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

太

田

市

長

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

市

長

 

太

田

好

紀

登

壇

〕

 

○

市

長

（

太

田

好

紀

）

そ

れ

で

は

、

本

年

九

月

か

ら

今

日

ま

で

の

市

政

の

概

要

に

つ

い

て

御

報

告

申

し

上

げ

、

議

会

を

始

め

市

民

の

皆

様

の

御

理

解

と

御

協

力

を

賜

り

た

い

と

存

じ

ま

す

。

 

初

め

に

、

五

條

市

制

施

行

六

十

周

年

記

念

式

典

に

つ

き

ま

し

て

は

、

市

議

会

と

共

催

の

も

と

、

十

月

十

五

日

に

御

来

賓

や

招

待

者

の

皆

様

を

お

迎

え

し

、

市

民

会

館

に

お

い

て

記

念

式

典

を

盛

大

に

開

催

す

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

こ

れ

を

機

に

五

條

市

の

更

な

る

飛

躍

と

発

展

に

向

け

取

組

を

進

め

て

ま

い

り

ま

す

。

 

そ

れ

で

は

、

各

部

の

所

管

事

業

ご

と

に

御

報

告

申

し

上

げ

ま

す

。

 

初

め

に

、

市

長

公

室

の

事

業

に

つ

い

て

で

あ

り

ま

す

。

 

顕

彰

に

つ

い

て

は

、

去

る

十

一

月

七

日

に

五

條

市

選

奨

式

を

挙

行

し

、

本

市

の

発

展

に

貢

献

さ

れ

そ

の

功

績

が

顕

著

な

八

名

の

方

々

に

、

選

奨

条

例

に

基

づ

き

表

彰

を

行

い

ま

し

た

。

皆

様

の

長

年

の

活

動

に

対

し

敬

意

と

感

謝

を

申

し

上

げ

ま

す

と

と

も

に

、

今

後

と

も

本

市

の

指

導

者

と

し

て

御

活

躍

く

だ

さ

る

よ

う

切

に

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。
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続

き

ま

し

て

、

危

機

統

括

室

の

事

業

に

つ

い

て

で

あ

り

ま

す

。

 
ま

ず

、

十

月

中

旬

か

ら

下

旬

に

か

け

て

紀

伊

半

島

に

接

近

し

た

台

風

二

十

一

号

及

び

二

十

二

号

に

つ

き

ま

し

て

は

、

記

録

と

な

る

長

時

間

降

り

続

い

た

雨

の

影

響

に

よ

り

、

人

的

被

害

は

な

か

っ

た

も

の

の

、

一

件

の

家

屋

が

全

壊

す

る

と

と

も

に

、

床

上

・

床

下

浸

水

な

ど

大

き

な

被

害

を

も

た

ら

し

ま

し

た

。

ま

た

、

斜

面

の

土

砂

崩

れ

に

よ

る

道

路

や

果

樹

畑

等

の

崩

壊

も

多

く

あ

り

、

被

害

に

遭

わ

れ

た

方

々

に

心

か

ら

お

見

舞

い

を

申

し

上

げ

ま

す

。

現

在

も

復

旧

作

業

に

鋭

意

取

り

組

ん

で

お

り

ま

す

が

、

今

後

と

も

一

日

も

早

い

復

旧

に

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

 

次

に

、

生

活

安

全

に

つ

き

ま

し

て

は

、

九

月

二

十

一

日

か

ら

三

十

日

ま

で

の

十

日

間

、

秋

の

全

国

交

通

安

全

運

動

が

実

施

さ

れ

、

五

條

市

に

お

き

ま

し

て

は

「

交

通

事

故

ゼ

ロ

」

を

目

指

し

、

五

條

警

察

署

と

連

携

し

な

が

ら

、

関

係

機

関

の

御

協

力

を

得

て

啓

発

活

動

な

ど

各

種

取

組

を

行

い

ま

し

た

。

ま

た

、

十

月

十

一

日

か

ら

二

十

日

ま

で

の

十

日

間

、

全

国

地

域

安

全

運

動

が

実

施

さ

れ

、

今

後

も

交

通

安

全

や

地

域

安

全

関

係

団

体

と

の

連

携

を

一

層

密

に

し

て

、

市

民

の

安

全

安

心

の

ま

ち

づ

く

り

に

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

 

次

に

、

陸

上

自

衛

隊

駐

屯

地

誘

致

に

つ

き

ま

し

て

は

、

平

成

三

十

年

度

政

府

予

算

に

引

き

続

き

自

衛

隊

展

開

基

盤

に

関

す

る

予

算

が

計

上

さ

れ

る

よ

う

十

一

月

に

は

知

事

と

共

に

、

防

衛

大

臣

、

事

務

次

官

、

陸

上

幕

僚

長

に

駐

屯

地

配

置

要

望

を

い

た

し

ま

し

た

。

 

ま

た

、

消

防

関

係

に

つ

き

ま

し

て

は

、

台

風

二

十

一

号

及

び

二

十

二

号

の

接

近

に

伴

い

十

月

二

十

二

日

に

は

五

條

消

防

署

に

団

本

部

を

設

置

し

情

報

収

集

に

あ

た

る

と

と

も

に

、

避

難

勧

告

等

の

広

報

活

動

や

避

難

支

援

活

動

な

ど

、

五

條

市

及

び

奈

良

県

広

域

消

防

組

合

五

條

消

防

署

と

連

携

を

図

り

な

が

ら

、

各

地

域

の

災

害

対

策

活

動

を

実

施

い

た

し

ま

し

た

。

 

ま

た

、

十

一

月

二

十

三

日

に

は

、

奈

良

県

下

の

都

市

消

防

団

員

が

一

堂

に

参

集

し

、

市

民

会

館

に

お

い

て

、

陸

上

自

衛

隊

第

四

施

設

団

二

等

陸

佐

西

谷

修

一

氏

を

講

師

に

迎

え

、

防

災

研

修

を

行

い

ま

し

た

。

 
 

続

き

ま

し

て

、

す

こ

や

か

市

民

部

の

事

業

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

九

月

二

十

四

日

に

は

、

第

四

十

四

回

奈

良

県

人

権

・

部

落

解

放

研

究

集

会

が

大

和

郡

山

市

で

、

十

月

二

十

一

日

に

は

、

同

和

問

題

を

始

め

、

あ

ら

ゆ

る

人

権

問

題

を

考

え

る

第

二

十

三

回

な

ら

・

ヒ

ュ

ー

マ

ン

フ

ェ

ス

テ

ィ

バ

ル

が

高

取

町

で

開

催

さ

れ

、

本

市

か

ら

関

係

団

体

が

参

加

し

、

啓

発

活

動

を

実

施

し

ま

し

た

。

 

ま

た

、

昨

年

の

十

二

月

十

六

日

に

施

行

さ

れ

ま

し

た

「

部

落

差

別

の

解

消

の

推

進

に

関

す

る

法

律

」

の

周

知

及

び

取

組

に

つ

き

ま

し

て

は

、

人

権

擁

護

委

員

や

地

区

人

権

教

育

推

進

協

議

会

な

ど

各

種

団

体

に

お

け

る

周

知

、

啓

発

を

行

い

、

市

職

員

に

対

し

同

和

問

題

に

関

す

る

意

識

調

査

を

実

施

し

ま

し

た

。

 

人

権

総

合

セ

ン

タ

ー

及

び

野

原

東

住

民

セ

ン

タ

ー

で

は

、

十

一

月

十

二

日

及

び

十

八

日

に

文

化

祭

を

開

催

し

、

多

く

の

市

民

・

関

係

機

関

・

団

体

に

参

加

い

た

だ

き

、
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日

頃

の

各

教

室

で

の

取

組

の

成

果

を

御

披

露

し

た

と

こ

ろ

で

あ

り

ま

す

。

 
次

に

、

男

女

共

同

参

画

の

事

業

と

い

た

し

ま

し

て

、

十

一

月

二

十

八

日

に

人

権

総

合

セ

ン

タ

ー

で

講

演

会

が

行

わ

れ

、

講

師

に

元

フ

リ

ー

ア

ナ

ウ

ン

サ

ー

の

道

志

真

弓

氏

を

お

迎

え

し

、

「

命

の

重

さ

～

家

族

の

絆

を

通

し

て

～

」

と

い

う

テ

ー

マ

で

講

演

を

し

て

い

た

だ

き

、

人

権

尊

重

の

精

神

に

満

ち

あ

ふ

れ

た

「

人

権

の

ま

ち

づ

く

り

」

を

目

指

し

て

、

市

民

の

皆

様

と

連

携

を

一

層

深

め

な

が

ら

、

啓

発

活

動

を

進

め

て

ま

い

る

所

存

で

あ

り

ま

す

。

 

続

き

ま

し

て

、

あ

ん

し

ん

福

祉

部

の

事

業

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

戦

後

七

十

二

年

に

あ

た

り

、

五

條

市

出

身

の

戦

没

者

の

御

霊

に

追

悼

の

意

を

さ

さ

げ

る

た

め

、

去

る

十

月

三

日

に

市

民

会

館

に

お

い

て

、

五

條

市

戦

没

者

追

悼

式

を

挙

行

い

た

し

ま

し

た

。

 

九

月

二

十

九

日

に

は

五

條

市

上

野

公

園

総

合

体

育

館

（

シ

ダ

ー

ア

リ

ー

ナ

）

に

お

い

て

、

五

條

市

敬

老

会

を

開

催

し

ま

し

た

。

今

年

度

は

、

五

條

市

制

施

行

六

十

周

年

記

念

事

業

と

し

て

開

催

し

、

五

條

市

六

十

年

の

歴

史

を

写

真

で

振

り

返

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

会

場

内

に

写

真

展

示

ブ

ー

ス

を

設

置

す

る

中

、

約

八

百

名

の

参

加

の

も

と

、

米

寿

を

迎

え

ら

れ

た

方

々

に

記

念

品

を

贈

呈

し

ま

し

た

。

 

次

に

、

認

知

症

施

策

と

し

ま

し

て

は

、

認

知

症

に

な

っ

て

も

住

み

慣

れ

た

地

域

で

自

分

ら

し

く

暮

ら

し

続

け

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

認

知

症

の

初

期

の

支

援

を

包

括

的

、

集

中

的

に

行

い

、

自

立

生

活

の

サ

ポ

ー

ト

を

行

う

「

認

知

症

初

期

集

中

支

援

チ

ー

ム

」

を

十

月

一

日

に

設

置

し

、

認

知

症

の

方

や

そ

の

家

族

に

対

し

、

支

援

を

進

め

て

い

る

と

こ

ろ

で

す

。

 

次

に

、

児

童

福

祉

に

つ

き

ま

し

て

は

、

「

五

條

市

子

育

て

支

援

セ

ン

タ

ー

」

を

十

一

月

一

日

に

オ

ー

プ

ン

し

ま

し

た

。

今

後

は

、

子

育

て

世

代

が

い

つ

で

も

集

え

、

交

流

し

、

相

談

や

情

報

の

提

供

を

行

う

、

子

育

て

支

援

の

拠

点

施

設

と

位

置

付

け

運

営

し

て

ま

い

り

た

い

と

考

え

て

い

ま

す

。

 

 
 

続

き

ま

し

て

、

産

業

環

境

部

の

事

業

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

農

業

委

員

会

に

つ

き

ま

し

て

は

、

農

業

協

同

組

合

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

に

よ

る

農

業

委

員

会

等

に

関

す

る

法

律

の

改

正

に

よ

り

、

農

業

委

員

会

委

員

の

公

選

制

が

廃

止

さ

れ

議

会

の

同

意

を

得

て

、

市

長

が

任

命

す

る

こ

と

に

な

り

十

一

月

二

十

七

日

に

新

た

な

農

業

委

員

十

九

名

を

任

命

い

た

し

ま

し

た

。

 

企

業

誘

致

の

促

進

に

つ

き

ま

し

て

は

、

企

業

誘

致

を

進

め

て

い

る

「

南

大

和

テ

ク

ノ

タ

ウ

ン

」

に

お

き

ま

し

て

、

十

一

月

か

ら

新

た

に

一

社

が

操

業

を

開

始

し

ま

し

た

。

 

柿

振

興

に

つ

き

ま

し

て

は

、

市

町

村

単

位

で

生

産

量

日

本

一

を

誇

る

『

柿

の

ま

ち

奈

良

県

五

條

市

』

の

イ

メ

ー

ジ

を

高

め

、

柿

の

消

費

拡

大

を

図

る

た

め

、

活

発

な

Ｐ

Ｒ

活

動

を

進

め

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

り

ま

す

。
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Ｐ

Ｒ

の

一

環

と

し

て

今

年

で

五

回

目

と

な

る

総

理

官

邸

表

敬

訪

問

を

十

一

月

二

十

四

日

に

行

い

ま

し

た

。

実

施

に

際

し

、

地

元

柿

生

産

者

や

奈

良

県

選

出

国

会

議

員

を

始

め

、

荒

井

奈

良

県

知

事

、

中

出

Ｊ

Ａ

な

ら

け

ん

経

営

管

理

委

員

会

会

長

、

「

奈

良

の

柿

」

Ｐ

Ｒ

レ

デ

ィ

な

ど

関

係

各

位

が

一

致

団

結

し

、

奈

良

の

柿

、

五

條

市

の

柿

を

Ｐ

Ｒ

い

た

し

ま

し

た

。

安

倍

総

理

か

ら

は

、

「

熟

し

具

合

が

ち

ょ

う

ど

良

い

。

糖

度

も

高

い

。

」

と

お

褒

め

の

言

葉

を

い

た

だ

き

、

「

こ

ん

な

に

高

品

質

な

柿

は

海

外

に

は

な

い

。

積

極

的

に

輸

出

も

取

り

組

ん

で

ほ

し

い

。

」

と

激

励

を

受

け

ま

し

た

。

 

ま

た

、

『

柿

食

え

ば
 

心

豊

か

に

 

奈

良

の

ま

ち

』

と

一

句

披

露

い

た

だ

き

、

生

産

者

か

ら

は

、

「

後

継

者

の

多

い

地

域

な

の

で

、

こ

の

表

敬

訪

問

が

柿

作

り

の

更

な

る

励

み

に

な

る

。

」

と

力

強

い

言

葉

が

聞

か

れ

ま

し

た

。

 

続

き

ま

し

て

、

都

市

整

備

部

の

事

業

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

既

存

木

造

住

宅

の

耐

震

診

断

・

耐

震

改

修

事

業

に

つ

き

ま

し

て

は

、

市

民

の

生

命

・

生

活

基

盤

を

守

る

重

要

な

事

業

と

位

置

付

け

て

お

り

、

本

年

度

も

積

極

的

な

事

業

推

進

の

も

と

、

広

報

五

條

等

に

よ

り

募

集

し

、

実

施

し

た

と

こ

ろ

で

す

。

 

次

に

、

新

庁

舎

整

備

に

対

す

る

取

組

に

つ

い

て

で

あ

り

ま

す

。

 

現

在

、

基

本

設

計

に

て

新

庁

舎

の

各

種

検

討

を

進

め

て

お

り

ま

す

。

 

今

後

は

、

実

施

設

計

に

て

詳

細

を

検

討

し

、

庁

舎

建

設

の

早

期

着

工

に

向

け

て

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

。

 

ま

た

、

市

民

の

皆

様

向

け

の

御

説

明

に

つ

き

ま

し

て

は

、

「

五

條

市

新

庁

舎

建

設

だ

よ

り

」

を

随

時

発

行

し

、

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

等

の

周

知

を

図

っ

て

い

る

と

こ

ろ

で

す

。

 続

き

ま

し

て

、

水

道

事

業

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

上

水

道

事

業

に

つ

き

ま

し

て

は

、

今

井

町

Ｊ

Ｒ

軌

道

敷

地

内

で

発

生

し

た

、

基

幹

管

路

の

老

朽

化

に

よ

る

漏

水

対

応

と

し

ま

し

て

、

仮

設

工

事

の

完

了

に

引

き

続

き

、

本

設

工

事

に

着

手

し

て

お

り

ま

す

。

 

ま

た

、

簡

易

水

道

地

域

に

お

き

ま

し

て

は

、

継

続

事

業

と

し

て

、

宗

桧

上

地

区

統

合

簡

易

水

道

第

四

期

工

事

を

実

施

し

て

お

り

、

茄

子

原

地

区

の

水

道

未

普

及

地

域

の

解

消

と

、

老

朽

化

施

設

の

統

廃

合

に

向

け

て

事

業

を

進

め

て

お

り

ま

す

。

 

次

に

、

教

育

行

政

に

つ

い

て

で

あ

り

ま

す

。

 

初

め

に

、

賀

名

生

分

校

魅

力

化

推

進

事

業

に

つ

い

て

で

あ

り

ま

す

。

五

條

高

等

学

校

賀

名

生

分

校

の

全

国

募

集

に

向

け

た

寄

宿

舎

整

備

が

完

了

い

た

し

ま

し

た

。

ま

た

、

十

一

月

に

は

第

二

回

目

の

オ

ー

プ

ン

ス

ク

ー

ル

を

開

催

し

、

十

名

の

参

加

が

あ

り

ま

し

た

。

前

回

と

合

わ

せ

て

計

二

十

二

名

の

参

加

と

な

り

ま

し

た

。
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次

に

、

学

校

教

育

に

つ

い

て

で

あ

り

ま

す

。

学

力

・

学

習

状

況

調

査

の

分

析

結

果

に

基

づ

き

、

市

内

教

員

を

対

象

と

し

た

「

学

力

向

上

研

修

会

」

を

開

催

し

、

市

内

の

子

供

た

ち

の

課

題

及

び

解

決

に

向

け

た

取

組

方

策

に

つ

い

て

研

修

を

行

い

ま

し

た

。

 

学

校

適

正

化

等

推

進

事

業

に

つ

き

ま

し

て

は

、

五

條

市

子

ど

も

・

子

育

て

会

議

の

中

で

審

議

さ

れ

て

き

ま

し

た

認

定

こ

ど

も

園

設

置

検

討

部

会

を

開

催

す

る

と

と

も

に

、

大

和

高

田

市

土

庫

こ

ど

も

園

の

視

察

を

行

い

ま

し

た

。

 

次

に

、

生

涯

学

習

の

事

業

に

つ

い

て

で

あ

り

ま

す

。

「

第

三

十

二

回

国

民

文

化

祭

・

な

ら

二

〇

一

七

」

・

「

第

十

七

回

全

国

障

害

者

芸

術

・

文

化

祭

な

ら

大

会

」

が

本

県

で

開

催

さ

れ

た

こ

と

か

ら

、

本

市

と

し

て

も

独

自

に

「

五

條

市

文

化

フ

ェ

ス

テ

ィ

バ

ル

」

を

開

催

い

た

し

ま

し

た

。

 

ス

ポ

ー

ツ

振

興

に

つ

き

ま

し

て

は

、

十

月

八

日

に

市

民

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

大

会

を

開

催

い

た

し

ま

し

た

。

十

地

区

か

ら

一

千

三

百

名

を

超

え

る

参

加

が

あ

り

ま

し

た

。

 

次

に

、

文

化

財

事

業

に

つ

い

て

で

あ

り

ま

す

。

新

庁

舎

建

設

地

で

あ

り

ま

す

旧

五

條

高

校

跡

地

に

お

き

ま

し

て

、

埋

蔵

文

化

財

の

発

掘

調

査

を

行

っ

て

い

る

と

こ

ろ

で

す

。

ま

た

、

ま

ち

な

み

伝

承

館

で

井

上

内

親

王

生

誕

千

三

百

年

を

記

念

し

た

企

画

展

を

開

催

し

ま

し

た

。

 

市

政

の

報

告

は

以

上

で

あ

り

ま

す

。

 

 

続

き

ま

し

て

、

本

定

例

会

に

提

出

い

た

し

ま

し

た

諸

議

案

に

つ

い

て

御

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

ま

ず

、

報

第

十

五

号

 

専

決

処

分

の

報

告

、

承

認

を

求

め

る

こ

と

に

つ

い

て

（

平

成

二

十

九

年

度

五

條

市

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

五

号

）

）

に

つ

き

ま

し

て

は

、

歳

入

歳

出

そ

れ

ぞ

れ

三

億

六

千

七

百

六

十

九

万

八

千

円

を

追

加

し

、

総

額

二

百

一

億

五

千

六

百

八

十

四

万

五

千

円

と

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

補

正

の

内

容

は

、

台

風

二

十

一

号

災

害

等

に

よ

り

被

災

し

た

施

設

等

を

復

旧

す

る

た

め

の

所

要

の

経

費

で

あ

り

、

財

源

に

つ

き

ま

し

て

は

、

国

庫

支

出

金

及

び

繰

越

金

等

を

見

込

み

ま

し

て

補

正

予

算

を

編

成

し

た

次

第

で

あ

り

ま

す

。

 

な

お

、

本

件

は

、

被

災

し

た

地

域

の

安

全

確

保

等

を

行

う

た

め

特

に

緊

急

を

要

し

た

た

め

専

決

処

分

を

し

た

の

で

報

告

し

、

承

認

を

求

め

る

次

第

で

あ

り

ま

す

。

 

次

に

、

議

第

五

十

二

号

 

五

條

市

立

奈

良

県

立

五

條

高

等

学

校

賀

名

生

分

校

寄

宿

舎

設

置

条

例

の

制

定

に

つ

き

ま

し

て

は

、

五

條

市

立

奈

良

県

立

五

條

高

等

学

校

賀

名

生

分

校

寄

宿

舎

を

設

置

す

る

た

め

、

本

条

例

を

制

定

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

次

に

、

議

第

五

十

三

号

 

五

條

市

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

改

正

に

つ

き

ま

し

て

は

、

地

域

包

括

ケ

ア

シ

ス

テ

ム

の

強

化

の

た

め

の

介

護

保

険

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

に

よ

る

介

護

保

険

法

の

改

正

に

伴

う

規

定

の

整

備

を

行

う

た

め

、

本

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。
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次

に

、

議

第

五

十

四

号

 

五

條

市

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

並

び

に

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

係

る

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

改

正

に

つ

き

ま

し

て

は

、

地

域

包

括

ケ

ア

シ

ス

テ

ム

の

強

化

の

た

め

の

介

護

保

険

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

に

よ

る

介

護

保

険

法

の

改

正

に

伴

う

規

定

の

整

備

を

行

う

た

め

、

本

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

次

に

、

議

第

五

十

五

号

 

五

條

市

立

居

宅

介

護

支

援

事

業

所

条

例

の

一

部

改

正

に

つ

き

ま

し

て

は

、

五

條

市

西

吉

野

支

所

の

地

番

が

変

更

さ

れ

た

こ

と

に

伴

い

、

五

條

市

立

居

宅

介

護

支

援

事

業

所

の

位

置

を

改

め

る

た

め

、

本

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

次

に

、

議

第

五

十

六

号

 

五

條

市

都

市

公

園

条

例

の

一

部

改

正

に

つ

き

ま

し

て

は

、

都

市

公

園

法

の

一

部

改

正

に

伴

う

規

定

の

整

備

を

行

う

た

め

、

本

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

次

に

、

議

第

五

十

七

号

 

五

條

市

営

住

宅

条

例

等

の

一

部

改

正

に

つ

き

ま

し

て

は

、

市

営

住

宅

の

共

益

費

の

徴

収

に

関

す

る

規

定

を

追

加

す

る

た

め

及

び

公

営

住

宅

法

の

一

部

改

正

に

伴

う

規

定

の

整

備

を

行

う

た

め

、

本

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

次

に

、

議

第

五

十

八

号

 

五

條

市

上

水

道

事

業

給

水

条

例

の

一

部

改

正

に

つ

き

ま

し

て

は

、

水

道

料

金

の

額

を

改

定

す

る

た

め

、

本

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

次

に

、

議

第

五

十

九

号

 

市

道

路

線

の

認

定

に

つ

き

ま

し

て

は

、

道

路

新

設

改

良

事

業

に

伴

い

、

新

規

に

認

定

道

路

と

す

る

た

め

、

市

道

西

河

内

六

号

線

を

道

路

法

第

八

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

認

定

を

お

願

い

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

次

に

、

議

第

六

十

号

 

市

道

路

線

の

認

定

に

つ

き

ま

し

て

は

、

県

営

ほ

場

整

備

事

業

の

た

め

、

市

道

山

陰

十

三

号

線

ほ

か

二

路

線

を

道

路

法

第

八

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

認

定

を

お

願

い

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

次

に

、

議

第

六

十

一

号

 

市

道

路

線

の

変

更

に

つ

き

ま

し

て

は

、

県

営

ほ

場

整

備

事

業

の

換

地

に

伴

う

起

終

点

地

番

変

更

の

た

め

、

市

道

表

野

二

号

線

ほ

か

十

二

路

線

を

道

路

法

第

十

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

変

更

を

お

願

い

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

次

に

、

議

第

六

十

二

号

 

市

道

路

線

の

廃

止

に

つ

き

ま

し

て

は

、

県

営

ほ

場

整

備

事

業

の

た

め

、

市

道

大

津

八

号

線

を

道

路

法

第

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

廃

止

を

お

願

い

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

次

に

、

議

第

六

十

三

号

 

五

條

市

５

万

人

の

森

公

園

に

係

る

指

定

管

理

者

の

指

定

に

つ

き

ま

し

て

は

、

公

の

施

設

の

指

定

管

理

者

を

指

定

す

る

た

め

、

議

会

の

議

決

を

求

め

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

次

に

、

議

第

六

十

四

号

 

工

事

請

負

契

約

の

締

結

に

つ

き

ま

し

て

は

、

衛

生

セ

ン

タ

ー

解

体

撤

去

工

事

を

、

先

日

、

総

合

評

価

落

札

方

式

（

簡

易

型

）

一

般

競

争

入
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札

で

実

施

し

た

と

こ

ろ

、

二

億

二

千

四

百

十

九

万

円

で

村

本

建

設

株

式

会

社

奈

良

本

店

が

落

札

し

、

そ

の

工

事

の

請

負

契

約

を

締

結

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 
次

に

、

議

第

六

十

五

号

 

平

成

二

十

九

年

度

五

條

市

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

六

号

）

議

定

に

つ

き

ま

し

て

は

、

歳

入

歳

出

そ

れ

ぞ

れ

二

千

七

百

三

十

六

万

一

千

円

を

追

加

し

、

総

額

二

百

一

億

八

千

四

百

二

十

万

六

千

円

と

す

る

予

算

の

補

正

及

び

繰

越

明

許

費

並

び

に

債

務

負

担

行

為

の

補

正

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

補

正

の

主

な

内

容

は

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

関

連

シ

ス

テ

ム

改

修

委

託

料

と

し

て

二

百

九

十

一

万

六

千

円

、

障

害

者

や

障

害

児

に

対

す

る

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

費

給

付

費

等

と

し

て

三

千

八

百

万

六

千

円

を

追

加

す

る

も

の

で

あ

り

、

財

源

に

つ

き

ま

し

て

は

、

国

庫

支

出

金

及

び

県

支

出

金

等

を

見

込

み

ま

し

て

補

正

予

算

を

編

成

し

た

次

第

で

あ

り

ま

す

。

 

次

に

、

議

第

六

十

六

号

 

平

成

二

十

九

年

度

五

條

市

後

期

高

齢

者

医

療

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

一

号

）

議

定

に

つ

き

ま

し

て

は

、

歳

入

歳

出

そ

れ

ぞ

れ

五

十

万

円

を

追

加

し

、

総

額

四

億

三

千

七

百

万

円

と

す

る

も

の

で

、

補

正

の

主

な

内

容

は

、

保

険

料

還

付

金

五

十

万

円

を

追

加

す

る

も

の

で

あ

り

、

こ

れ

ら

の

財

源

に

つ

き

ま

し

て

は

、

全

額

、

諸

収

入

を

見

込

み

ま

し

て

、

補

正

予

算

を

編

成

し

た

次

第

で

あ

り

ま

す

。

 

 

以

上

が

、

市

政

の

報

告

と

、

こ

の

た

び

提

出

い

た

し

ま

し

た

諸

議

案

の

概

要

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

議

員

各

位

に

お

か

れ

ま

し

て

は

、

慎

重

審

議

の

上

、

何

と

ぞ

御

議

決

、

御

承

認

賜

り

ま

す

よ

う

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。

 

○

議

長

（

平

岡

清

司

）

市

政

の

報

告

と

提

出

議

案

の

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

。
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○

議

長

（

平

岡

清

司

）

以

上

を

も

ち

ま

し

て

、

本

日

の

日

程

は

全

部

終

了

い

た

し

ま

し

た

。

 

明

日

八

日

か

ら

十

三

日

ま

で

休

会

と

し

、

次

回

、

十

四

日

午

前

十

時

に

再

開

し

て

、

一

般

質

問

を

行

い

ま

す

。

 

な

お

、

一

般

質

問

を

さ

れ

る

議

員

各

位

は

、

明

日

八

日

の

正

午

ま

で

に

、

所

定

の

発

言

通

告

書

に

質

問

事

項

を

具

体

的

に

御

記

入

の

上

、

議

長

ま

で

提

出

願

い

ま

す

。

 

本

日

は

、

こ

れ

を

も

ち

ま

し

て

散

会

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

午

前

十

時

四

十

二

分

散

会

 

 


